
2020年 10月 14日 

法政大学ハラスメント相談室 

■ ２０２１年度 専門嘱託募集 <ハラスメント相談業務>  

 

このたび、法政大学では専門的な知識、能力をお持ちの「専門嘱託」（有期）を募集する

ことにいたしました。 

下記のとおりご案内いたしますので、是非ご応募くださいますようお願いいたします。 

 

 

◆ 応募資格（いずれの資格も満たす方） 

１ 公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士等の資格を有する方 

２ 大学・企業等においてハラスメント相談・カウンセリング等の実務経験をお持ちの方 

◆ 業務内容 

１ ハラスメント相談の受付、インテーク等 

２ ハラスメント解決策への申立て手続き説明・支援等 

３ ハラスメント防止研修・広報活動等 

４ その他大学のハラスメント業務にかかわること 

 

◆ 募集人数 

・専門嘱託 １名 

 

◆ 応募書類 

・提出書類（下記①～②をいずれも提出のこと） 

① 履歴書（様式自由・写真貼付） 

② 職務経歴書（書式自由、Ａ４縦又は横書、今までの職務及び成果などを記入） 

  ※応募書類は、返却いたしません。 

  ※ご提出いただいた書類は、採用と雇用に関する業務以外には使用いたしません。 

 

宛先：〒１０２－８１６０                                            

東京都千代田区富士見２－１７－１ 法政大学ハラスメント相談室 

問い合わせ：電話 ０３－３２６４－４４１４ （平日９:００～１７:００ ※１１:３０～１２:３０を

除く） 

 

◆ 応募締切日 

１１月２７日（金） １７：００時までに郵送・必着 

 



◆ 選 考 

１ 一次選考：書類選考 

２ 二次選考：面接（面接対象者に対し、後日面接日程をお知らせします） 

         ※１２月上旬頃を予定しています。 

 

◆ 勤務条件 

１ 契約期間：２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日（１年） 

  ※大学と本人双方の合意があった場合、上記契約終了後に１年契約を４回まで更新  

可能。ただし、契約期間中に満 65歳を迎える場合は、当該契約期間終了以後は更新

不可。 

２ 勤務曜日：原則月・木・金曜日（週 3日） ※勤務曜日については応相談             

３ 勤務時間：９：００～１７：００（1時間休憩を含む。）  

３ 勤務場所：法政大学市ヶ谷キャンパス 

   （ＪＲ・地下鉄各線「市ヶ谷駅」または「飯田橋駅」下車、徒歩１０分）    

４ 給   与：月 額 ￥３００，０００－（税込） 

         賞 与 年２回（７月・１２月） 

         交通費 規程により支給 

５ 休暇等：年次有給休暇、夏季・年末年始一斉休業、その他大学独自休暇 

６ 社会保険：健康保険，厚生年金保険，介護保険および雇用保険については法の     

定めるところにより加入 

◆ その他 

必須条件ではないが、できれば英語の理解、英会話ができる方が望ましい。 

 

以上 


